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ひとりひとりが豊かな人生を送るためにできること

「男女共同参画」のことを知ろう！
そ
も
そ
も「
男
女
共
同
参
画
」っ
て
？

　

男
女
が
お
互
い
尊
重
し
あ
い
、
職
場
、
学
校
、

家
庭
、地
域
な
ど
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、

性
別
に
関
わ
ら
ず
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮

し
、
喜
び
や
責
任
を
分
か
ち
合
う
こ
と
。

　
「
女
だ
か
ら
○
○
し
な
さ
い
」
や
「
男
だ
か

ら
×
×
で
な
く
ち
ゃ
」
な
ど
、
男
女
と
い
う
属

性
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
行
動
範
囲
・
思
考
範
囲

が
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
い
こ

う
と
、
国
レ
ベ
ル
で
も
男
女
平
等
な
社
会
の
実

現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
は

10
年
ご
と
に
策
定
さ
れ
ま
す
。

　

曽
於
市
の
「
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
」
が
最

初
に
策
定
さ
れ
た
の
は
平
成
20
年
の
こ
と
。
そ

こ
か
ら
10
年
、
下
記
の
基
本
理
念
に
基
づ
き
、

様
々
な
取
組
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
社
会
の
状
況

は
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
価
値
観
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
の
多
様
化
、
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り

大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
女
性
の
社
会

進
出
の
増
加
に
よ
る
家
事
、
育
児
、
介
護
の
充

実
、
地
域
社
会
の
あ
り
方
の
変
化
、
男
女
共
同

参
画
の
視
点
に
立
っ
た
防
災
対
策
の
促
進
な
ど

新
た
な
課
題
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

これまでの主な取組
○ 各種講座・研修の開催
　 農業委員への研修、市民向け、職員への研修、魅力アップセミナー

○ 福祉事務所に生活相談支援センター設置
　 相談者への支援体制の強化

○ 男女共同参画意識の向上と広報・啓発の促進
　 市報・HP による広報・啓発と出前講座の実施

○ 女性起業家応援プロジェクト事業
 　ハンドメイド、農産加工、カフェ経営コースなど様々な内容など

このプランに基づいて…

平成 30 年度から「男女共同参画プラン」が

新しくなりました。
市民の意識と実態を把握するため

、男女共同参画に関する意識調

査を２回実施。この意識調査の結
果を踏まえて市民参加による懇

話会等で検証し、各会議を重ね
、平成 30 年 3 月に「第２次曽於

市男女共同参画プラン」を策定し
ました。

基本理念　
「豊かな自然の中で思いやりの心あふれる優しいまちづくり」

基本目標
１　男女がたがいに思いやり、個人の人権が尊重される環境の整備
２　男女が協力する住民参画による協働のまちづくり環境の整備
３　男女が健やかで、安心して快適に暮らせる環境の整備
４　男女が共に支えあい、安心して働ける就業環境の整備

曽於市男女共同参画プラン（平成 20 年度策定）
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「一人ひとりの個性を認め男女（みんな）がともに輝けるまち」

基本方針２
生涯を通じた男女の健康支援
妊娠・出産等に関する健康支
援と性に関する正しい理解の
促進、健康づくりのための生
涯にわたるスポーツ活動の推
進、育児・介護支援の促進。

基本方針 3
家庭におけるあらゆる形態
の暴力の根絶
家庭におけるあらゆる暴力の
早期発見と防止対策、被害者
に対する支援。

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた“こころ”づくり

基本目標Ⅱ　誰もが安心して暮らせる“家庭環境”づくり

基本目標Ⅲ　男性も女性も、ともに活躍できる“就業社会”づくり

基本目標Ⅳ　男女がともに参画する“地域社会”づくり

基本
理念

第 2次曽於市男女共同参画プラン（平成 30年度～ 39年度）

基本方針１
家庭における男女共同参画
の推進
家庭における男女共同参画の
推進、役割分担における家庭
環境の充実、家庭教育におけ
る男女共同参画の推進。

基本方針１
人権尊重意識の啓発
男女平等意識に関する情報発信・啓発、関係機
関・団体等との連携・協働による啓発、あらゆ
る形態の暴力の根絶に向けた環境づくり。

基本方針２
男女共同参画に関する教育・学習の推進
男女共同参画の視点に立った制度や慣行の見
直し、人権尊重と男女平等を推進する学校教
育の充実、生涯学習・社会教育における男女
共同参画の推進。

基本方針１
女性の活躍と参画の推進
様々な分野での活躍の支援、政策方針決定過
程への男女共同参画の推進、事業所・経営者
に対する啓発。

基本方針２
職場（働く場）における男女共同参画の推進
企業におけるポジティブ・アクションの促進、
働く場における平等な機会と公平な待遇の確
保の推進、女性の就業支援。

基本方針３
ワーク・ライフ・バランスの推進
働く男女の育児・介護支援の促進、ワーク・
ライフ・バランスの普及、啓発。

基本方針４
職場におけるあらゆる形態の暴力の根絶
ハラスメント等の早期発見と被害の防止、被
害者に対する支援。

基本方針１
共生・共働による活力あるまちづくり
地域における男女共同参画推進の基盤づくり、
あらゆる人を排除しない地域社会づくり、様々
な地域づくり活動の推進、防災・防犯・交通
安全分野での男女共同参画。

基本方針２
市の推進体制の充実
市職員および市民等を対象とした研修を行う
など、総合的な推進体制の充実・強化。

第２次曽於市男女共同参画プランに関する詳しい内容は、曽於市ホームページをご覧ください。
　この件に関するお問い合わせは…　企画課 地域活躍推進係　☎ 0986-76-8802


